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資料１ 広報実施チェックリスト 

第Ⅳ章「広報の実施」（93ページ）で説明したとおり、広報業務の実施にあた

っては計画をもって行うことが重要であるため、年間の全体的な計画表及び工

程管理表、また、広報の記録や評価を行う表を作成した。 

本資料は日本水道協会のホームページから Excel データでダウンロードが可

能となっているため、有効にご活用いただければ幸いである。 

 

（１） 年間広報計画表 

 
 

（２） 広報工程管理表 
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（３） 広報記録・評価表 
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資料２ アンケート調査結果 

本マニュアル改訂にあたり、水道事業における広報の現状を把握するため、全

正会員に対し、令和４年２月にアンケート調査を実施した。 

調査結果については、第Ⅰ章「３ 広報の現状」（９ページ）において紹介す

るとともに、本マニュアルの随所に反映させている。 

紙面の都合により、本文では紹介しきれなかった項目もあることから、ここで

はアンケートの全調査結果を掲載する。 

 

 

 

水道事業における広報活動に関するアンケート（令和４年２月実施） 

調査結果 

 

◼ 実施期間：令和４年２月 18日～令和４年３月 18日 

◼ 調査方法：アンケート調査票をメールで送信し、電子ファイル（Excel）にて回答 

◼ 調査対象：1335事業体（日本水道協会正会員） 

◼ 回答事業体数：835事業体 

◼ 回 答 率：62.5％ 

 

（単位：事業体数） 

 

問１ 広報専門部署を持っていますか。（広報専門部署とは水道部局内（一般行政部局

を含まない）における係、班及びグループ等を単位とした広報専門組織及び専属

の担当者を指します。） 

（回答：835 事業体） 

          選択肢 

 

給水人口区分 

①持っている ②持っていない 

【参考】平成 20年度結果 

①持っている ②持っていない 

50万人以上 16 7 16 50 

10万人以上 50万人未満 37 136 23 209 

５万人以上 10万人未満 4 144 6 177 

５千人未満 0 25 4 26 

１万人以上５万人未満 3 342 15 411 

５千人以上１万人未満 0 73 6 78 

用水供給 2 46 （※） （※） 

計  62  773  70  951  

（割合） (7.4%) (92.6%) (7.4%) (92.6%) 

※平成 20年度調査時は調査していない項目。 
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問２ 広報活動に係る費用（広報費等）として計上している３か年間（令和元年度～

令和３年度）の当初予算(消費税込み）はどれくらい措置されていましたか。（特

に予算がない場合には「０」とご回答ください。） 

（回答：835 事業体） 
    選択肢 

 

給水 

人口区分 

年度 
予算 

なし 

10万円 

未満 

10万円 

以上 

50万円 

未満 

50万円 

以上 

100万円 

未満 

100万円 

以上 

500万円 

未満 

500万円 

以上 

1,000万円 

未満 

1,000万円 

以上 

50万人以上 

令和元 1 0 0 0 2 2 18 

令和２ 1 0 0 0 1 2 19 

令和３ 1 0 0 0 1 2 19 

10万人以上 

50万人未満 

令和元 26 10 22 23 54 27 11 

令和２ 25 7 25 18 61 25 12 

令和３ 27 8 22 19 60 26 11 

５万人以上 

10万人未満 

令和元 66 15 31 18 18 0 
 

0 

令和２ 65 16 29 18 20 0 0 

令和３ 63 18 33 15 18 1 0 

１万人以上 

５万人未満 

令和元 259 35 35 10 6 0 0 

令和２ 261 35 35 11 3 0 0 

令和３ 256 32 39 13 5 0 0 

５千人以上 

１万人未満 

令和元 70 2 1 0 0 0 0 

令和２ 69 2 2 0 0 0 0 

令和３ 69 2 1 1 0 0 0 

５千人未満 

令和元 24 1 0 0 0 0 0 

令和２ 24 1 0 0 0 0 0 

令和３ 23 1 1 0 0 0 0 

用水供給 

令和元 22 5 4 4 6 3 4 

令和２ 20 3 10 5 3 2 5 

令和３ 21 3 9 3 4 3 5 

令和元年度計 468 68 93 55 86 32 33 

（割合） (56.1%) (8.1%) (11.1%) (6.6%) (10.3%) (3.8%) (4.0%) 

令和２年度計 465 64 101 52 88 29 36 

（割合） (55.7%) (7.7%) (12.1%) (6.2%) (10.5%) (3.5%) (4.3%) 

令和３年度計 460 64 105 51 88 32 35 

（割合） (55.1%) (7.7%) (12.6%) (6.1%) (10.5%) (3.8%) (4.2%) 

【参考】平成 20年度結果 
 

444 
 

132 
 

123 
 

63 
 

109 
 

41 
 

39 
 

（割合） (46.7%) (13.9%) (12.9%) (6.6%) (11.5%) (4.3%) (4.1%) 
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問３ 職員が広報の研修を受けていますか。（広報そのものだけでなく、著作権等の広

報関連研修も含む。） 

（回答：835 事業体） 

        選択肢 
 

給水人口区分 
①受けている ②受けていない 

【参考】平成 20年度結果 

①受けている ②受けていない 

50万人以上 19 4 24 26 

10万人以上 50万人未満 56 117 29 180 

５万人以上 10万人未満 39 109 16 160 

１万人以上５万人未満 41 303 18 392 

５千人以上１万人未満 4 69 2 75 

５千人未満 0 25 4 21 

用水供給 13 35 （※） （※） 

計 172  662  93  854  

（割合） (20.6%) (79.4%) (9.8%) (90.2%) 

※平成 20年度調査時は調査していない項目。 

 

（問４は、問３で「①受けている」を選択した事業体のみご回答ください。） 

問４ 受けている広報の研修は外部（一般行政部局のものを含む）の研修ですか、内

部（水道部局内）の研修ですか。（複数回答可） 

（回答：182 事業体） 

        選択肢 
 

給水人口区分 
①外部研修 ②内部研修 

【参考】平成 20年度結果 

①外部研修 ②内部研修 

50万人以上 14 9 10 18 

10万人以上 50万人未満 53 7 13 15 

５万人以上 10万人未満 31 8 2 14 

１万人以上５万人未満 31 11 4 16 

５千人以上１万人未満 4 0 1 1 

５千人未満 0 0 2 3 

用水供給 12 2 （※） （※） 

計  145  37  32  67  

（割合） (79.7%) (20.3%) (32.3%) (67.7%) 

※平成 20年度調査時は調査していない項目。 
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問５ 広報を行っている手段は何ですか。（複数回答可） 

（回答：835 事業体） 

 選択肢 

 

 

 給水人口 

 区分 

①
水
道
部
局
広
報
紙
（
定

期
刊
行
） 

②
一
般
行
政
部
局
広
報

紙
（
定
期
刊
行
） 

③
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ 

④
新
聞
・
地
域
情
報
紙
等 

⑤
検
針
票 

⑥
Ｔ
Ｖ
、
ラ
ジ
オ 

⑦
Ｓ
Ｎ
Ｓ 

⑧
メ
ー
ル
マ
ガ
ジ
ン 

⑨
ポ
ス
タ
ー
（
自
主
制

作
） 

⑩
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
、
リ
ー

フ
レ
ッ
ト 

⑪
イ
ベ
ン
ト
・
行
事
の
実

施 ⑫
そ
の
他 

⑬
広
報
を
行
っ
て
い
な

い 

50万人以上 16 18 23 6 15 10 19 4 9 21 22 6 0 

10万人以上 

50万人未満 
89 133 172 42 55 53 87 4 18 112 136 26 0 

５万人以上 

10万人未満 
32 131 148 20 48 24 43 2 10 58 74 18 0 

１万人以上 

５万人未満 
17 296 328 32 86 37 68 4 2 51 87 61 3 

５千人以上 

１万人未満 
2 51 60 4 8 1 4 0 0 6 10 8 6 

５千人未満 1 16 18 1 5 0 1 0 0 2 1 4 3 

用水供給 6 5 45 12 0 5 14 1 3 36 31 12 0 

計 

（割合） 

163 

(5.1%) 

650 

(20.6%) 

794 

(25.1%) 

117 

(3.7%) 

217 

(6.9%) 

130 

(4.1%) 

236 

(7.5%) 

15 

(0.5%) 

42 

(1.3%) 

286 

(9.1%) 

361 

(11.4%) 

135 

(4.3%) 

12 

(0.4%) 

【参考】 

平成 20年度結果

（割合） 

185 

(7.8%) 

793 

(33.5%) 

808 

(34.1%) 

136 

(5.7%) 

223 

(9.4%) 

92 

(3.9%) 
（※） （※） （※） （※） （※） 

114 

(4.8%) 

18 

(0.8%) 

※平成 20年度調査時は調査していない項目。 

 

「⑫その他」の主な内容 

⚫ 広報車 

⚫ 防災無線 

⚫ 防災個別受信機 

⚫ 各戸配布しているタブレット端末 

⚫ 浄水場カードの配布 

⚫ 大型ビジョン・デジタルサイネージ 

⚫ 懸垂幕・横断幕 

⚫ 他部局運営施設に水道広報ブース設置 

⚫ 他団体イベントに参加 

⚫ ノベルティグッズの配布 
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（問６は、問５で「①水道部局広報紙」、「②一般行政部局広報紙」、「③ホームペー

ジ」及び「⑦SNS」を選択した事業体のみご回答ください。） 

問６ 掲載内容はどのようなものですか。（複数回答可） 

◆広報紙                        （回答：697 事業体） 

   給水人口区分 

 

 

項目  

50万人 

以上 

10万人 

以上 

50万人 

未満 

５万人 

以上 

10万人 

未満 

１万人 

以上 

５万人 

未満 

５千人 

以上 

１万人 

未満 

５千人 

未満 

用水 

供給 
計 

①給水の申込み 

手続き関係 
13 87 47 65 13 2 0 227 

②水質検査結果 8 65 30 34 4 2 2 145 

③凍結防止・渇水状況 

等の季節のお知らせ 
13 131 106 241 36 15 2 544 

④漏水に関する 

注意事項 
10 87 67 111 23 10 0 308 

⑤高額修繕・浄水器等 

の訪問販売に注意 
8 50 21 13 0 0 0 92 

⑥行事のお知らせ 14 100 55 63 5 3 4 244 

⑦水道の仕組み 9 58 23 25 2 3 4 124 

⑧事業計画・施策 11 70 34 35 4 2 3 159 

⑨事業報告 9 61 37 39 4 4 1 155 

⑩財政（予算決算） 10 117 87 143 24 7 2 390 

⑪契約・入札関係 1 11 8 20 5 3 0 48 

⑫企業広告 6 18 7 7 0 0 0 38 

⑬子供向けコーナー 5 20 3 3 0 0 1 32 

⑭耐震化等の取組み 

状況等 
11 66 22 5 0 0 2 106 

⑮災害時応急給水 

拠点等 
9 48 11 1 0 0 0 69 

⑯水源地に関すること 8 37 10 5 0 0 3 63 

⑰布設工事等に伴う 

断水・濁水の予定及び 

注意喚起 

3 17 7 18 3 1 0 49 

⑱クレジット・ 

スマートフォン決済の 

お知らせ 

14 85 45 45 5 1 0 195 

⑲指定給水装置 

工事事業者関係 

（事業者の指定・変更

手続き） 

3 30 22 33 2 1 0 91 

⑳貯水槽水道の管理 8 61 30 18 1 0 1 119 
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   給水人口区分 

 

 

項目  

50万人 

以上 

10万人 

以上 

50万人 

未満 

５万人 

以上 

10万人 

未満 

１万人 

以上 

５万人 

未満 

５千人 

以上 

１万人 

未満 

５千人 

未満 

用水 

供給 
計 

㉑水道水を飲んで 

もらうための取組み 

（飲用・安全性） 

10 75 22 21 0 0 4 132 

㉒職員募集 0 25 16 32 1 2 3 79 

㉓問合せ先 12 94 54 101 15 3 2 281 

㉔Q&A 6 32 19 8 1 0 0 66 

㉕災害等に伴う断水・

濁水情報 

（再開見通しや再開後

の注意点を含む） 

0 4 4 14 1 0 0 23 

㉖応急給水拠点の 

開設状況 
0 4 3 11 1 0 0 19 

㉗その他災害等に 

関すること 
1 21 7 17 1 0 0 47 

 

◆ホームページ                      （回答：789 事業体） 

   給水人口区分 

 

 

項目  

50万人 

以上 

10万人 

以上 

50万人 

未満 

５万人 

以上 

10万人 

未満 

１万人 

以上 

５万人 

未満 

５千人 

以上 

１万人 

未満 

５千人 

未満 

用水 

供給 
計 

①給水の申込み 

手続き関係 
21 171 141 312 51 15 3 714 

②水質検査結果 21 169 134 284 39 13 42 702 

③凍結防止・渇水状況 

等の季節のお知らせ 
21 161 121 242 25 7 5 582 

④漏水に関する 

注意事項 
21 162 130 241 26 7 2 589 

⑤高額修繕・浄水器等 

の訪問販売に注意 
19 117 70 69 2 2 0 279 

⑥行事のお知らせ 20 130 56 54 3 0 18 281 

⑦水道の仕組み 20 133 72 98 8 3 31 365 

⑧事業計画・施策 21 166 126 216 23 7 35 594 

⑨事業報告 18 147 90 99 7 2 28 391 

⑩財政（予算決算） 21 163 117 181 16 6 41 545 

⑪契約・入札関係 20 146 81 161 14 6 41 469 

⑫企業広告 6 12 6 10 0 0 1 35 

⑬子供向けコーナー 17 52 17 7 1 0 8 102 
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   給水人口区分 

 

 

項目  

50万人 

以上 

10万人 

以上 

50万人 

未満 

５万人 

以上 

10万人 

未満 

１万人 

以上 

５万人 

未満 

５千人 

以上 

１万人 

未満 

５千人 

未満 

用水 

供給 
計 

⑭耐震化等の取組み 

状況等 
17 109 51 49 5 0 20 251 

⑮災害時応急給水 

拠点等 
19 89 38 31 1 1 3 182 

⑯水源地に関すること 20 92 55 61 4 2 25 259 

⑰布設工事等に伴う 

断水・濁水の予定及び 

注意喚起 

14 85 38 50 7 2 1 197 

⑱クレジット・ 

スマートフォン決済の 

お知らせ 
20 136 83 114 5 2 0 360 

⑲指定給水装置 

工事事業者関係 

（事業者の指定・変更

手続き） 

21 166 136 294 48 13 0 678 

⑳貯水槽水道の管理 19 132 92 85 8 1 2 339 

㉑水道水を飲んで 

もらうための取組み 

（飲用・安全性） 
18 121 69 66 4 1 17 296 

㉒職員募集 11 57 33 41 2 3 27 174 

㉓問合せ先 20 161 130 238 28 7 40 624 

㉔Q&A 19 128 81 86 4 1 7 326 

㉕災害等に伴う断水・

濁水情報 

（再開見通しや再開後

の注意点を含む） 

20 129 76 113 10 4 19 371 

㉖応急給水拠点の 

開設状況 
19 109 60 86 7 4 2 287 

㉗その他災害等に 

関すること 
14 98 51 78 5 4 17 267 
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◆Twitter                        （回答：114 事業体） 

   給水人口区分 

 

 

項目  

50万人 

以上 

10万人 

以上 

50万人 

未満 

５万人 

以上 

10万人 

未満 

１万人 

以上 

５万人 

未満 

５千人 

以上 

１万人 

未満 

５千人 

未満 

用水 

供給 
計 

①給水の申込み 

手続き関係 
6 3 2 2 0 0 0 13 

②水質検査結果 3 5 0 1 0 0 0 9 

③凍結防止・渇水状況 

等の季節のお知らせ 
9 31 8 12 1 0 2 63 

④漏水に関する 

注意事項 
4 6 6 4 0 0 0 20 

⑤高額修繕・浄水器等 

の訪問販売に注意 
5 6 0 0 1 0 0 12 

⑥行事のお知らせ 13 24 3 1 1 0 4 46 

⑦水道の仕組み 6 5 0 1 0 0 1 13 

⑧事業計画・施策 2 4 0 1 0 0 1 8 

⑨事業報告 2 2 0 1 0 0 1 6 

⑩財政（予算決算） 0 3 0 1 0 0 0 4 

⑪契約・入札関係 0 3 0 0 0 0 1 4 

⑫企業広告 0 1 0 0 0 0 0 1 

⑬子供向けコーナー 4 0 1 0 0 0 0 5 

⑭耐震化等の取組み 

状況等 
5 4 1 0 0 0 0 10 

⑮災害時応急給水 

拠点等 
6 4 0 0 0 0 0 10 

⑯水源地に関すること 5 1 0 0 0 0 2 8 

⑰布設工事等に伴う 

断水・濁水の予定及び 

注意喚起 

1 7 0 2 1 0 0 11 

⑱クレジット・ 

スマートフォン決済の 

お知らせ 

5 6 4 0 0 0 0 15 

⑲指定給水装置 

工事事業者関係 

（事業者の指定・変更

手続き） 

0 2 0 1 0 0 0 3 

⑳貯水槽水道の管理 1 2 0 1 0 0 0 4 

㉑水道水を飲んで 

もらうための取組み 

（飲用・安全性） 
7 5 2 1 0 0 2 17 
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   給水人口区分 

 

 

項目  

50万人 

以上 

10万人 

以上 

50万人 

未満 

５万人 

以上 

10万人 

未満 

１万人 

以上 

５万人 

未満 

５千人 

以上 

１万人 

未満 

５千人 

未満 

用水 

供給 
計 

㉒職員募集 1 4 0 0 0 0 6 11 

㉓問合せ先 2 5 1 2 0 0 1 11 

㉔Q&A 3 2 0 1 0 0 0 6 

㉕災害等に伴う断水・

濁水情報 

（再開見通しや再開後

の注意点を含む） 

7 35 9 11 1 0 2 65 

㉖応急給水拠点の 

開設状況 
8 29 5 9 0 0 1 52 

㉗その他災害等に 

関すること 
7 23 5 7 0 0 2 44 

 

◆Facebook                        （回答：90事業体） 

   給水人口区分 

 

 

項目  

50万人 

以上 

10万人 

以上 

50万人 

未満 

５万人 

以上 

10万人 

未満 

１万人 

以上 

５万人 

未満 

５千人 

以上 

１万人 

未満 

５千人 

未満 

用水 

供給 
計 

①給水の申込み 

手続き関係 
0 4 2 3 0 0 0 9 

②水質検査結果 0 4 0 1 0 0 0 5 

③凍結防止・渇水状況 

等の季節のお知らせ 
4 26 10 15 0 0 1 56 

④漏水に関する 

注意事項 
0 3 5 3 0 0 0 11 

⑤高額修繕・浄水器等 

の訪問販売に注意 
1 3 1 0 0 0 0 5 

⑥行事のお知らせ 4 23 3 3 0 0 1 34 

⑦水道の仕組み 0 6 0 2 0 0 1 9 

⑧事業計画・施策 0 6 0 1 0 0 1 8 

⑨事業報告 0 6 1 0 0 0 1 8 

⑩財政（予算決算） 0 3 0 1 0 0 0 4 

⑪契約・入札関係 0 2 0 0 0 0 0 2 

⑫企業広告 0 1 0 0 0 0 0 1 

⑬子供向けコーナー 1 1 2 0 0 0 0 4 

⑭耐震化等の取組み 

状況等 
1 4 1 0 0 0 0 6 



 

156 
 

   給水人口区分 

 

 

項目  

50万人 

以上 

10万人 

以上 

50万人 

未満 

５万人 

以上 

10万人 

未満 

１万人 

以上 

５万人 

未満 

５千人 

以上 

１万人 

未満 

５千人 

未満 

用水 

供給 
計 

⑮災害時応急給水 

拠点等 
1 3 1 0 0 0 0 5 

⑯水源地に関すること 0 3 0 0 0 0 1 4 

⑰布設工事等に伴う 

断水・濁水の予定及び 

注意喚起 
1 2 1 1 0 0 0 5 

⑱クレジット・ 

スマートフォン決済の 

お知らせ 
1 6 3 1 0 0 0 11 

⑲指定給水装置 

工事事業者関係 

（事業者の指定・変更

手続き） 

0 1 0 1 0 0 0 2 

⑳貯水槽水道の管理 0 1 0 1 0 0 0 2 

㉑水道水を飲んで 

もらうための取組み 

（飲用・安全性） 
1 6 1 1 0 0 1 10 

㉒職員募集 0 1 0 0 0 0 1 2 

㉓問合せ先 0 4 1 3 0 0 0 8 

㉔Q&A 0 3 0 2 0 0 0 5 

㉕災害等に伴う断水・

濁水情報 

（再開見通しや再開後

の注意点を含む） 

2 15 10 10 0 0 0 37 

㉖応急給水拠点の 

開設状況 
2 13 7 8 0 0 0 30 

㉗その他災害等に 

関すること 
2 12 7 7 0 0 0 28 
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◆LINE                          （回答：112 事業体） 

   給水人口区分 

 

 

項目  

50万人 

以上 

10万人 

以上 

50万人 

未満 

５万人 

以上 

10万人 

未満 

１万人 

以上 

５万人 

未満 

５千人 

以上 

１万人 

未満 

５千人 

未満 

用水 

供給 
計 

①給水の申込み 

手続き関係 
0 1 3 5 0 0 0 9 

②水質検査結果 0 0 0 1 0 0 0 1 

③凍結防止・渇水状況 

等の季節のお知らせ 
2 19 10 28 2 1 0 62 

④漏水に関する 

注意事項 
0 1 3 5 0 0 0 9 

⑤高額修繕・浄水器等 

の訪問販売に注意 
0 2 0 1 0 0 0 3 

⑥行事のお知らせ 2 12 1 4 0 0 0 19 

⑦水道の仕組み 0 0 0 1 0 0 0 1 

⑧事業計画・施策 0 2 1 1 0 0 0 4 

⑨事業報告 0 0 0 0 0 0 0 0 

⑩財政（予算決算） 0 0 0 1 0 0 0 1 

⑪契約・入札関係 0 0 0 0 0 0 0 0 

⑫企業広告 0 0 0 0 0 0 0 0 

⑬子供向けコーナー 0 0 1 0 0 0 0 1 

⑭耐震化等の取組み 

状況等 
0 0 0 0 0 0 0 0 

⑮災害時応急給水 

拠点等 
0 1 1 0 0 0 0 2 

⑯水源地に関すること 0 0 0 0 0 0 0 0 

⑰布設工事等に伴う 

断水・濁水の予定及び 

注意喚起 

0 1 5 9 0 0 0 15 

⑱クレジット・ 

スマートフォン決済の 

お知らせ 

1 4 4 3 0 0 0 12 

⑲指定給水装置 

工事事業者関係 

（事業者の指定・変更

手続き） 

0 0 0 1 0 0 0 1 

⑳貯水槽水道の管理 0 0 0 1 0 0 0 1 

㉑水道水を飲んで 

もらうための取組み 

（飲用・安全性） 
0 0 0 1 0 0 0 1 
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   給水人口区分 

 

 

項目  

50万人 

以上 

10万人 

以上 

50万人 

未満 

５万人 

以上 

10万人 

未満 

１万人 

以上 

５万人 

未満 

５千人 

以上 

１万人 

未満 

５千人 

未満 

用水 

供給 
計 

㉒職員募集 0 0 0 1 0 0 0 1 

㉓問合せ先 0 1 0 4 1 0 0 6 

㉔Q&A 1 0 0 3 0 0 0 4 

㉕災害等に伴う断水・

濁水情報 

（再開見通しや再開後

の注意点を含む） 

1 13 16 22 0 0 0 52 

㉖応急給水拠点の 

開設状況 
1 11 10 18 0 0 0 40 

㉗その他災害等に 

関すること 
0 6 8 11 0 0 0 25 

 

◆Instagram                         （回答：９事業体） 

   給水人口区分 

 

 

項目  

50万人 

以上 

10万人 

以上 

50万人 

未満 

５万人 

以上 

10万人 

未満 

１万人 

以上 

５万人 

未満 

５千人 

以上 

１万人 

未満 

５千人 

未満 

用水 

供給 
計 

①給水の申込み 

手続き関係 
0 0 0 0 0 0 0 0 

②水質検査結果 0 0 0 0 0 0 0 0 

③凍結防止・渇水状況 

等の季節のお知らせ 
0 1 0 1 0 0 0 2 

④漏水に関する 

注意事項 
0 0 0 0 0 0 0 0 

⑤高額修繕・浄水器等 

の訪問販売に注意 
0 0 0 0 0 0 0 0 

⑥行事のお知らせ 0 1 0 1 0 0 0 2 

⑦水道の仕組み 0 0 0 1 0 0 0 1 

⑧事業計画・施策 0 0 0 0 0 0 0 0 

⑨事業報告 0 0 0 0 0 0 0 0 

⑩財政（予算決算） 0 0 0 0 0 0 0 0 

⑪契約・入札関係 0 0 0 0 0 0 0 0 

⑫企業広告 0 0 0 0 0 0 0 0 

⑬子供向けコーナー 0 1 0 0 0 0 0 1 

⑭耐震化等の取組み 

状況等 
0 0 0 0 0 0 0 0 
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   給水人口区分 

 

 

項目  

50万人 

以上 

10万人 

以上 

50万人 

未満 

５万人 

以上 

10万人 

未満 

１万人 

以上 

５万人 

未満 

５千人 

以上 

１万人 

未満 

５千人 

未満 

用水 

供給 
計 

⑮災害時応急給水 

拠点等 
0 0 0 0 0 0 0 0 

⑯水源地に関すること 0 1 0 0 0 0 0 1 

⑰布設工事等に伴う 

断水・濁水の予定及び 

注意喚起 
0 0 0 0 0 0 0 0 

⑱クレジット・ 

スマートフォン決済の 

お知らせ 
0 0 0 0 0 0 0 0 

⑲指定給水装置 

工事事業者関係 

（事業者の指定・変更

手続き） 

0 0 0 0 0 0 0 0 

⑳貯水槽水道の管理 0 0 0 0 0 0 0 0 

㉑水道水を飲んで 

もらうための取組み 

（飲用・安全性） 
1 1 0 0 0 0 0 2 

㉒職員募集 0 0 0 0 0 0 0 0 

㉓問合せ先 0 1 0 1 0 0 0 2 

㉔Q&A 0 0 0 0 0 0 0 0 

㉕災害等に伴う断水・

濁水情報 

（再開見通しや再開後

の注意点を含む） 

0 1 1 0 0 0 0 2 

㉖応急給水拠点の 

開設状況 
0 1 1 0 0 0 0 2 

㉗その他災害等に 

関すること 
0 1 1 0 0 0 0 2 

 

◆YouTube                         （回答：61 事業体） 

   給水人口区分 

 

 

項目  

50万人 

以上 

10万人 

以上 

50万人 

未満 

５万人 

以上 

10万人 

未満 

１万人 

以上 

５万人 

未満 

５千人 

以上 

１万人 

未満 

５千人 

未満 

用水 

供給 
計 

①給水の申込み 

手続き関係 
0 0 0 1 0 0 0 1 

②水質検査結果 0 0 0 0 0 0 0 0 

③凍結防止・渇水状況 

等の季節のお知らせ 
2 6 2 3 0 0 0 13 
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   給水人口区分 

 

 

項目  

50万人 

以上 

10万人 

以上 

50万人 

未満 

５万人 

以上 

10万人 

未満 

１万人 

以上 

５万人 

未満 

５千人 

以上 

１万人 

未満 

５千人 

未満 

用水 

供給 
計 

④漏水に関する 

注意事項 
1 2 0 0 0 0 0 3 

⑤高額修繕・浄水器等 

の訪問販売に注意 
0 0 0 0 0 0 0 0 

⑥行事のお知らせ 0 0 1 0 0 0 0 1 

⑦水道の仕組み 6 14 2 1 0 0 4 27 

⑧事業計画・施策 0 1 0 0 0 0 1 2 

⑨事業報告 1 0 0 0 0 0 1 2 

⑩財政（予算決算） 0 0 0 0 0 0 0 0 

⑪契約・入札関係 0 0 0 0 0 0 0 0 

⑫企業広告 0 0 0 0 0 0 0 0 

⑬子供向けコーナー 5 9 1 0 0 0 2 17 

⑭耐震化等の取組み 

状況等 
3 3 0 0 0 0 0 6 

⑮災害時応急給水 

拠点等 
6 2 0 0 0 0 0 8 

⑯水源地に関すること 3 4 0 0 0 0 1 8 

⑰布設工事等に伴う 

断水・濁水の予定及び 

注意喚起 
0 0 0 0 0 0 0 0 

⑱クレジット・ 

スマートフォン決済の 

お知らせ 
0 0 0 0 0 0 0 0 

⑲指定給水装置 

工事事業者関係 

（事業者の指定・変更

手続き） 

1 0 0 0 0 0 0 1 

⑳貯水槽水道の管理 0 0 0 0 0 0 0 0 

㉑水道水を飲んで 

もらうための取組み 

（飲用・安全性） 
3 6 2 1 0 0 0 12 

㉒職員募集 1 0 0 0 0 0 1 2 

㉓問合せ先 0 0 0 0 0 0 0 0 

㉔Q&A 0 0 0 0 0 0 0 0 
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   給水人口区分 

 

 

項目  

50万人 

以上 

10万人 

以上 

50万人 

未満 

５万人 

以上 

10万人 

未満 

１万人 

以上 

５万人 

未満 

５千人 

以上 

１万人 

未満 

５千人 

未満 

用水 

供給 
計 

㉕災害等に伴う断水・

濁水情報 

（再開見通しや再開後

の注意点を含む） 

0 0 0 0 0 0 0 0 

㉖応急給水拠点の 

開設状況 
0 0 0 0 0 0 0 0 

㉗その他災害等に 

関すること 
0 0 0 0 0 0 0 0 

 

◆「項目」自由記述の主な内容               （回答：324事業体） 

       広報媒体 

項目  
広報紙 

ホーム 

ページ 
Twitter 

Face 

book 
LINE 

Insta 

gram 

You 

Tube 

旧施設(歴史的建造物）の紹介 〇 〇     〇 

水道料金軽減 〇 〇 
     

放射性物質の測定結果  〇      

市指定給水装置工事事業者の

案内 
〇       

検針時 高齢者声かけサービス 

（概要・申し込み方法） 
〇 〇 

     

記者発表  〇 〇     

水に関するお役立ち情報 

（健康、家事、環境、学び） 
〇 〇 〇     

企業長就任あいさつ 〇 〇      

被災地への応急給水派遣に 

係る活動報告 

 〇      

節水関係  〇      

新規採用職員の紹介 〇 〇 
     

市の水道の歴史    〇  〇  
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◆その他の「SNS」抜粋                   （回答：35 事業体） 

SNS名称 項目 計 

InfoCanal 

④漏水に関する注意事項 1 

⑰布設工事等に伴う断水・濁水の予定及び注意喚起 1 

㉕災害等に伴う断水・濁水情報（再開見通しや再開後の注意点を含む） 2 

㉖応急給水拠点の開設状況 2 

㉗その他災害等に関すること 2 

自治体作成 

アプリケーション 

①給水の申込み手続き関係 1 

②水質検査結果 1 

③凍結防止・渇水状況等の季節のお知らせ 1 

④漏水に関する注意事項 1 

⑥行事のお知らせ 2 

⑦水道の仕組み 1 

⑧事業計画・施策 1 

⑨事業報告 1 

⑩財政（予算決算） 1 

⑪契約・入札関係 1 

⑭耐震化等の取組状況等 1 

⑮災害時応急給水拠点等 1 

⑰布設工事等に伴う断水・濁水の予定及び注意喚起 1 

⑱クレジット・スマートフォン決済のお知らせ 1 

⑲指定給水装置工事事業者関係（事業者の指定・変更手続き） 1 

㉑水道水を飲んでもらうための取組み（飲用・安全性） 1 

㉓問合せ先 1 

㉔Q&A 1 

㉕災害等に伴う断水・濁水情報（再開見通しや再開後の注意点を含む） 3 

㉖応急給水拠点の開設状況 3 

㉗その他災害等に関すること 2 
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（問７は、問５で「⑦SNS」を選択した事業体のみご回答ください。） 

問７ SNS を利用している理由は何ですか。（複数回答可） 

（回答：236 事業体） 

  選択肢 

 

 

給水人口 

区分 

 

①
情
報
の
拡
散
性
に
優
れ 

 

て
い
る
た
め 

②
情
報
を
す
ぐ
に
発
信
で

き
る
た
め 

③
住
民
か
ら
の
反
応
が
得

ら
れ
や
す
い
た
め
（
い
い

ね
、
リ
ツ
イ
ー
ト
等
） 

④
事
業
体
サ
ー
バ
ー
容
量

に
関
係
な
く
発
信
で
き
る

た
め
（
平
常
時
） 

⑤
事
業
体
サ
ー
バ
ー
容
量

に
関
係
な
く
発
信
で
き
る

た
め
（
災
害
等
発
生
時
） 

⑥
Ｓ
Ｎ
Ｓ
の
メ
イ
ン
ユ
ー

ザ
ー
で
あ
る
若
者
の
取
込

み
の
た
め 

⑦
無
料
（
も
し
く
は
低
コ

ス
ト
）
で
利
用
で
き
る
た

め ⑧
そ
の
他 

50万人以上 16 15 6 2 3 10 14 2 

10万人以上 

50万人未満 
71 72 18 10 8 27 41 3 

５万人以上 

10万人未満 
33 33 6 2 3 8 17 3 

１万人以上 

５万人未満 
43 54 2 2 4 5 25 4 

５千人以上 

１万人未満 
2 4 0 0 1 0 1 0 

５千人未満 1 1 0 0 0 0 0 0 

用水供給 8 9 3 0 0 2 5 2 

計 

（割合） 

174 

(29.0%) 

188 

(31.3%) 

35 

(5.8%) 

16 

(2.7%) 

19 

(3.2%) 

52 

(8.7%) 

103 

(17.1%) 

14 

(2.3%) 

 

「⑧その他」の主な内容 

⚫ 市ホームページに掲載した新着情報が、自動的に Facebook および Twitter へ投稿

されるという市の運用に従っているため 

⚫ 映像の方が伝わりやすいことがあるため 

⚫ 一般行政部局が推進しているため 
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（問８は、問６で「YouTube」の欄を選択した事業体のみご回答ください。） 

問８ 動画はどこが制作していますか。（複数回答可） 

（回答：54 事業体） 
         

選択肢 
  
給水人口 区分   

①事業体職員 

が作成 

②一部業者に 

委託し作成 

③全部業者に 

委託し作成 

④DVD等既に作成して

いるビデオを公開 
⑤その他 

50万人以上 11 5 8 7 2 

10万人以上 50万人未満 14 7 15 8 1 

５万人以上 10万人未満 5 2 2 0 0 

１万人以上５万人未満 5 0 0 0 1 

５千人以上１万人未満 0 0 0 0 0 

５千人未満 0 0 0 0 0 

用水供給 6 2 2 1 0 

計 

（割合） 

41 

(39.4%) 

16 

(15.4%) 

27 

（26.0%) 

16 

(15.4%) 

4 

(3.8%) 

 

「⑤その他」の主な内容 

⚫ 他事業体が作成した動画について、許可を得て掲載 

⚫ 市政番組として制作した動画を掲載 

 

（問９は、問５で「⑪イベント・行事の実施」を選択した事業体のみご回答くだい。） 

問９ イベントの内容をご回答ください。（複数回答可） 

（回答：371 事業体） 
      

選択肢 

 

給水 

人口区分   

①
水
道
施
設

の
見
学
会
・
一

般
開
放 

②
水
源
地
の

見
学
会
・
一
般

開
放 

③
作
品
募
集

（
図
画
・
標

語
・
作
文
・
写

真
等
） 

④
水
道
相
談

所
の
設
置 

⑤
出
前
授
業 

⑥
街
頭
啓
発 

⑦
断
水
・
応
急

給
水
体
験 

⑧
そ
の
他 

50万人以上 19 10 15 3 19 7 9 6 

10万人以上 

50万人未満 
104 31 40 10 86 22 37 54 

５万人以上 

10万人未満 
57 10 18 5 39 11 10 10 

１万人以上 

５万人未満 
57 17 8 5 31 8 8 32 

５千人以上 

１万人未満 
8 1 0 0 3 1 0 1 

５千人未満 1 0 0 0 0 0 0 0 

用水供給 27 3 2 0 14 2 1 5 

計 273 72 83 23 192 51 65 108 

（割合） (31.5%) (8.3%) (9.6%) (2.7%) (22.1%) (5.9%) (7.5%) (12.5%) 
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「⑧その他」の主な内容 

⚫ 商業施設で広報イベントの実施 

⚫ お祭り等地元のイベントで広報活動 

⚫ 職場体験の受け入れ 

⚫ 水道管模型展示 

⚫ 給水車乗車体験 

⚫ 大学のオープンキャンパスにおいて、大学オリジナルボトルウォーターの配布 

⚫ 給水装置無料点検 

⚫ 防災訓練 

⚫ 図書館で水に関する図書の貸出ブースの設置 

⚫ 配水池のライトアップ 

 

問 10 広報に関して広聴を行っていますか。 

（回答：819 事業体） 

         選択肢 

 

 給水人口区分  

①行っている ②行っていない 

【参考】平成 20年度結果 

①行っている ②行っていない 

50万人以上 23 0 36 14 

10万人以上 50万人未満 82 90 122 87 

５万人以上 10万人未満 30 117 61 116 

１万人以上５万人未満 25 311 85 326 

５千人以上１万人未満 1 67 13 65 

５千人未満 2 23 3 23 

用水供給 9 39 （※） （※） 

計 172 647 320 631 

（割合） 21.0% 79.0% 33.6% 66.4% 

※平成 20年度調査時は調査していない項目。 
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（問 11は、問 10で「①行っている」を選択した事業体のみご回答ください。） 

問 11 広聴はどのような方法で行っていますか。（複数回答可） 

（回答：171 事業体） 

        選択肢 
 
 
 
 

 給水人口区分  

①アンケ

ート調査 

（意識調

査含む） 

②通常業

務内での

利用者と

の応対 

③事業審

議会 

④水道モ

ニター 

⑤SNSの 

活用 
⑥その他 

50万人以上 23 9 8 12 2 3 

10万人以上 50万人未満 60 21 34 17 1 16 

５万人以上 10万人未満 14 13 12 2 1 1 

１万人以上５万人未満 7 12 9 2 0 4 

５千人以上１万人未満 0 1 1 0 0 0 

５千人未満 1 0 0 0 0 1 

用水供給 8 0 2 0 0 1 

計 113 56 66 33 4 26 

（割合） (37.9%) (18.8%) (22.1%) (11.1%) (1.3%) (8.7%) 

【参考】平成 20年度結果 134 100 144 
（※） （※） 

85 

（割合） (28.9%) (21.6%) (31.1%) (18.4%) 

※平成 20年度調査時は調査していない項目。 

 

問 12 広報の効果測定を行っていますか。 

（回答：818 事業体） 

         選択肢 
 

 給水人口区分  
①行っている ②行っていない 

【参考】平成 20年度結果 

①行っている ②行っていない 

50万人以上 17 6 8 42 

10万人以上 50万人未満 50 122 11 198 

５万人以上 10万人未満 16 129 3 174 

１万人以上５万人未満 10 327 - 411 

５千人以上１万人未満 1 69 - 78 

５千人未満 0 24 - 26 

用水供給 9 38 - - 

計 103 715 22 929 

（割合） (12.6%) (87.4%) (2.3%) (97.7%) 
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（問 13は、問 12で「①行っている」を選択した事業体のみご回答ください。） 

問 13 広報の効果測定はどのような方法で行っていますか。（複数回答可） 

（回答：104 事業体） 

          選択肢 
 

 給水人口区分 
 

①ホームページの

アクセス解析 

②各種アンケート

結果の分析 

③SNSの反応 

（フォロワー数、い

いね数等） 

④その他 

50万人以上 9 16 7 2 

10万人以上 50万人未満 26 38 8 3 

５万人以上 10万人未満 9 9 3 0 

１万人以上５万人未満 4 5 1 1 

５千人以上１万人未満 1 0 0 0 

５千人未満 0 0 0 0 

用水供給 7 4 3 0 

計 

（割合） 

56 

(35.9%) 

72 

(46.2%) 

22 

(14.1%) 

6 

(3.8%) 

 

「④その他」の主な内容 

⚫ 広報に関する専門知識を有する委託業者からのヒアリング 

⚫ チャットボットの検索履歴から調べられている単語を集約し、新たなページの作

成のためのデータとしたり、検索が多い単語の類義語を登録して該当ページへ移

動しやすい環境を整備 

 

問 14 他の水道事業体と共同で広報を行っていますか 

（回答：819 事業体） 

         選択肢 
 

 給水人口区分  

①行っている ②行っていない 

50万人以上 3 20 

10万人以上 50万人未満 14 158 

５万人以上 10万人未満 7 141 

１万人以上５万人未満 13 324 

５千人以上１万人未満 3 63 

５千人未満 1 24 

用水供給 7 41 

計 48 771 

（割合） (5.9%) (94.1%) 
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（問 15は、問 14で「①行っている」を選択した事業体のみご回答ください。） 

問 15 他の水道事業体と共同で行っている広報の内容は何ですか。（自由記述） 

⚫ 水道週間のポスター作成 

⚫ ラジオ番組出演、ラジオ CMの作成 

⚫ 新聞広告の掲載 

⚫ 凍結防止啓発のテレビ CM（県支部単位） 

⚫ 水道施設を紹介するカードの作成 

⚫ イベントの共催 

⚫ ボトルウォーターやグッズの作成 

 

問 16 民間企業や大学等と共同で広報を行っていますか。 

（回答：813 事業体） 

         選択肢 
 

 給水人口区分  

①行っている ②行っていない 

50万人以上 9 13 

10万人以上 50万人未満 12 157 

５万人以上 10万人未満 2 143 

１万人以上５万人未満 3 333 

５千人以上１万人未満 0 68 

５千人未満 0 25 

用水供給 1 47 

計 27 786 

（割合） (3.3%) (96.7%) 

 

（問 17は、問 16で「①行っている」を選択した事業体のみご回答ください。） 

問 17 民間企業や大学等と共同で行っている広報の内容は何ですか。（自由記述） 

⚫ 産学官連携事業に参画し、入浴による様々な効果や楽しみ方を発信 

⚫ 高校の生徒と共同で広報紙を作成 

⚫ 専門学校と連携し動画の制作・放映やパンフレットの配布 

⚫ 学生に対するボトルウォーターのデザイン募集 

⚫ 水道週間等のイベントを大学・民間企業と連携し企画・運営 

⚫ キッチンカー事業者をはじめとする民間企業等と連携し水道事業 PR、水源林保全

PR 

⚫ 大学と広報 PR に関する共同研究プロジェクトの実施 

⚫ 電気・ガス・水道の３事業者で、災害時にライフラインが止まってしまった場合

の対処方法を啓発 

⚫ 水の特命大使を任命し、共に啓発活動を実施 

⚫ ボトルディスペンサー設置への協力 

⚫ グッズの共同制作 
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問 18 ボトルウォーターを作成していますか。 

（回答：824 事業体） 

         選択肢 
 

 給水人口区分  

①作成している 
②今まで作成し

たことがない 

③作成していた

が廃止した 

④今後作成する 

予定 

50万人以上 15 1 8 0 

10万人以上 50万人未満 72 50 50 0 

５万人以上 10万人未満 25 90 30 2 

１万人以上５万人未満 27 283 28 0 

５千人以上１万人未満 2 68 0 0 

５千人未満 0 24 1 0 

用水供給 13 26 9 0 

計 154 542 126 2 

（割合） (18.7%) (65.8%) (15.3%) (0.2%) 

 

 

（問 19～問 21 は、問 18 で「①作成している」を選択した事業体のみご回答ください。）  

問 19 ボトルウォーターを作成している理由は何ですか。（複数回答可） 

（回答：161 事業体） 

        選択肢 
 

 給水人口区分 
  

①広報目的 ②販売目的 ③災害備蓄用 ④その他 

50万人以上 12 7 8 2 

10万人以上 50万人未満 62 12 45 2 

５万人以上 10万人未満 20 8 21 3 

１万人以上５万人未満 25 4 16 3 

５千人以上１万人未満 1 0 1 0 

５千人未満 1 0 0 0 

用水供給 12 1 10 1 

計 133 32 101 11 

（割合） (18.7%) (65.8%) (15.3%) (0.2%) 

 

「④その他」の主な内容 

⚫ 記念事業に合わせ作成 
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問 20 ボトルウォーターの容器の素材は何ですか。（複数回答可） 

（回答：168 事業体） 

         選択肢 
 

 給水人口区分 
  

①ペットボトル ②アルミ缶 ③紙パック ④その他 

50万人以上 9 7 0 0 

10万人以上 50万人未満 58 16 0 0 

５万人以上 10万人未満 26 4 0 0 

１万人以上５万人未満 30 3 0 0 

５千人以上１万人未満 3 0 0 0 

５千人未満 1 0 0 0 

用水供給 10 3 0 0 

計 137 33 0 0 

（割合） (80.6%) (19.4%) (0.0%) (0.0%) 

 

問 21 今後もボトルウォーターの作成を継続する予定ですか。 

①現在の素材：ペットボトル 

（回答：132 事業体） 

  選択肢 

 

  

給水 

人口区分  

①容器の素

材を変更し

ないで継続

する 

②容器の

素材を変

更して継

続する 

③環境に

配慮し継

続しない 

④財政面

(予算の削

減)から継

続しない 

⑤広報効果 

（費用対効

果）が十分で

ないため継

続しない 

⑥当初の目

的が達成さ

れたため継

続しない 

⑦その他 

50万人以上 2 0 4 0 0 1 1 

10万人以上 

50万人未満 
37 2 2 0 0 3 15 

５万人以上 

10万人未満 
16 3 2 2 0 2 1 

１万人以上 

５万人未満 
15 1 1 0 2 4 4 

５千人以上 

１万人未満 
0 0 0 1 0 1 0 

５千人未満 0 0 0 0 0 0 0 

用水供給 7 1 0 0 0 0 2 

計 77 7 9 3 2 11 23 

（割合） (58.3%) (5.3%) (6.8%) (2.3%) (1.5%) (8.3%) (17.4%) 
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②現在の素材：アルミ缶 
（回答：33 事業体） 

  選択肢 

 

  

給水 

人口区分  

①容器の素

材を変更し

ないで継続

する 

②容器の

素材を変

更して継

続する 

③環境に

配慮し継

続しない 

④財政面

(予算の削

減)から継

続しない 

⑤広報効果 

（費用対効

果）が十分で

ないため継

続しない 

⑥当初の目

的が達成さ

れたため継

続しない 

⑦その他 

50万人以上 7 0 0 0 0 0 0 

10万人以上 

50万人未満 
9 0 0 0 0 0 5 

５万人以上 

10万人未満 
4 1 0 0 0 0 0 

１万人以上 

５万人未満 
2 0 0 0 0 0 2 

５千人以上 

１万人未満 
0 0 0 0 0 0 0 

５千人未満 0 0 0 0 0 0 0 

用水供給 2 0 0 0 0 0 1 

計 24 1 0 0 0 0 8 

（割合） (72.8%) (3.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (24.2%) 

 

③現在の素材：ペットボトル・アルミ缶併用 
（回答：３事業体） 

  選択肢 

 

  

給水 

人口区分  

①容器の素

材を変更し

ないで継続

する 

②容器の

素材を変

更して継

続する 

③環境に

配慮し継

続しない 

④財政面

(予算の削

減)から継

続しない 

⑤広報効果 

（費用対効

果）が十分で

ないため継

続しない 

⑥当初の目

的が達成さ

れたため継

続しない 

⑦その他 

50万人以上 0 0 0 0 0 0 0 

10万人以上 

50万人未満 
0 1 0 0 0 0 0 

５万人以上 

10万人未満 
0 0 0 0 0 0 0 

１万人以上 

５万人未満 
1 0 0 0 0 0 1 

５千人以上 

１万人未満 
0 0 0 0 0 0 0 

５千人未満 0 0 0 0 0 0 0 

用水供給 0 0 0 0 0 0 0 

計 1 1 0 0 0 0 1 

（割合） (33.3%) (33.3%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (33.3%) 
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「⑦その他」の主な内容 

⚫ 環境に配慮して作成を継続することはしないが、特別な催しがある際など、必要

となったときに必要な本数を作成する方針 

⚫ コロナ禍で啓発イベントが実施できておらず、啓発イベント向けに配布する機会

がなかったことから、次回以降作成するかどうかは社会情勢による 

⚫ 在庫数の減少等、現況に応じて作成する 

⚫ 容器の素材の変更を検討 

 

問 22 ボトルウォーターの作成を廃止した理由は何ですか。（複数回答可） 

（回答：126 事業体） 

選択肢 

 

 

 給水人口区分  

①環境に配慮

し廃止した 

②財政面(予

算の削減)か

ら廃止した 

③広報効果（費

用対効果）が十

分でないため廃

止した 

④当初の目的

が達成された

ため廃止した 

⑤その他 

50万人以上 4 1 0 2 3 

10万人以上 50万人未満 7 14 6 26 10 

５万人以上 10万人未満 4 9 4 15 4 

１万人以上５万人未満 1 9 11 11 3 

５千人以上１万人未満 0 0 0 0 0 

５千人未満 0 0 0 1 1 

用水供給 2 4 0 1 5 

計 18 37 21 56 26 

（割合） (11.4%) (23.4%) (13.3%) (35.4%) (16.5%) 

 

「⑤その他」の主な内容 

⚫ 製造を依頼していた会社が、ボトルウォーターの製造を中止 

⚫ 民間業者・関連団体に作成を移管 

⚫ 記念事業として作成したため、一時的なものであった 

⚫ 下記などについて議論がされ、廃止 

・ 水道事業として、広報（作成）の目的が明確でない 

・ 本来の水道事業の目的から逸脱する。 

・ 人件費を含めると赤字であり、水道料金で補てんすることは利用者に負担をか

けることとなる。 

・ 蛇口より出る水とボトルウォーターの水は違うため、これにより消費が増える

ものではない。 

⚫ 消費期限が短いため廃止 

⚫ 一般行政部局で作成することとなった 

⚫ 販売目的だったが、採算ベースにのらないことが判明したため廃止 
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問 23 給水スポット（※）を事業体独自で設置していますか。 

（※）冷たい水道水をマイボトル等に給水することを目的とする水飲栓 

参考：東京都水道局「ボトルディスペンサー型水飲栓」 

   https://www.waterworks.metro.tokyo.lg.jp/kurashi/drinking_station/ 

（回答：797 事業体） 

  選択肢  

 

 給水人口区分 
  

①設置している ②設置していない 

50万人以上 7 16 

10万人以上 50万人未満 7 165 

５万人以上 10万人未満 4 140 

１万人以上５万人未満 1 319 

５千人以上１万人未満 0 68 

５千人未満 0 25 

用水供給 0 45 

計 19 778 

（割合） (2.4%) (97.6%) 

 

問 24 上記以外に、広報で工夫している事例や他事業体の参考となりそうな事例があ

ればご回答ください。（自由記述） 

 

◆デザインに関すること  

 ・ボトル缶のデザインを地元の学校等に依頼 

 ・マンホール蓋のデザインを一般公募 

 ・学校等に水道事業に関するマンガの作成を依頼 

◆マスコットキャラクターに関すること  

 ・SNSにマスコットキャラクターが登場する動画を投稿 

 ・マスコットキャラクターによる４コマ漫画を作成し、ホームページ等に掲載 

 ・マスコットキャラクターを活用したノベルティグッズを配布 

◆ノベルティグッズの活用に関すること  

 ・ノベルティグッズに応急給水拠点 MAP を掲載 

◆動画の活用に関すること  

 ・YouTube にチャンネルを開設し、災害時に避難所に設置する簡易給水タンク、災

害時給水栓等の組み立て方等を動画で紹介 

 ・施設見学を体験できるような動画を 360°カメラを用いて作成 

 ・水道広域化施設整備事業の取組に関する PR動画をホームページや YouTube に掲載 

 ・地元ケーブルテレビと制作している水道施設の紹介を Youtube 等へ掲載し、多方

面から視聴されるようにした 

 ・防災啓発動画を作成し、YouTube での公開や市民窓口でのデジタルサイネージを

活用 
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◆利用促進に関すること  

 ・市主催のマラソン大会に給水車を配置して給水所を開設 

 ・手洗いとマスク着用による感染症予防を啓発するイラストを作成 

 ・手洗い啓発品「手洗い練習スタンプ」を小学校等に配布し水道利用を促進 

 ・水道の利用促進のため広報誌、SNS等でクイズを実施し、回答者にマイボトルを

配布 

 ・特設ホームページにイラストや上下水道に携わる職員へのインタビュー動画を掲

載し、安全・安心な水道水を PR 

◆小中学生向けに関すること  

 ・ホームページに小学生向けのページを作成 

 ・市内の小学生等に対し、ノベルティグッズを配布 

 ・漫画や特撮ヒーローのキャラクターとコラボしノベルティグッズやポスターを作

成 

◆施設に関すること  

 ・マンホールカードの配布 

 ・浄水場カードの作成 

◆その他  

 ・SNS投稿の際、時間帯を工夫 

 ・ホームページに水道局の歴史特設ページを掲載 

 ・ボトルウォーターをモンドセレクションへ出品 

 ・口座振替の利用促進のため、申込者にエコバックを配布 

 ・作品募集（ポスター等の）応募者全員にノベルティグッズを配布 

 ・事業体のロゴマーク作成  

 ・水道界における水量の基礎単位ともいえる「1㎥」を、VPを使用し視覚化し、水

道局のロビーに設置 

 ・他部局の施設等にパンフレット配置 

 ・展示室を職員の手作りで設置 
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資料３ 日本水道協会の広報支援活動 

日本水道協会では、水道事業者の広報活動に資するため、各種活動の実施及び

支援ツール等の提供を行っている。 

 

（１） 広報専門委員会 

事務常設調査委員会を親委員会に持つ広報専門委員会では、水道事業におけ

る広報・広聴活動のあり方等について調査・研究するとともに、広報活動の状況

や課題等について情報・意見交換を行い、水道の PR方法や情報提供のあり方等

について検討を行っている。 

また、日本水道協会が実施する広報活動に関する審議も併せて行っている。 

 

（２） 水道週間（ポスター・パンフレット作成） 

厚生労働省の呼び掛けにより実施される「水道週間」（毎年 6 月 1日から 7日

まで）では、国民各層に対して、水道の現状や課題について理解を深め、今後の

水道事業の取組みについて協力を得るために関係者が連携して広報活動等を重

点的に実施している。 

本協会ではこの活動に賛同し、例年次のとおり活動を実施している。 

 

① 実施細目の決定及び通知 

水道週間の協力団体として実施細目を定め、正会員に通知するとともに

協力を依頼している。 

 

② ポスターの作成及び配布 

水道週間の実施を広く周知するためポスターを作成し、日本水道新聞社

作成の水道壁新聞とともに正会員並びに関係各団体等に配布している。な

お、本ポスターは、前年度の水道週間の懸賞募集において特選作品となった

標語及び図画を採用している。 

配布先の水道事業者等では、掲出のほか広報紙やホームページへの掲載

など、広く広報活動で活用いただいている。 
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③ 各種広報資料の作成及び頒布 

水道週間等の各種広報活動に活用いただくことを目的に下記 2 種の広報

資料を作成し、希望する水道事業者等に実費で販売している。 

 

a. みんなの水道 

「みんなの水道」は、日本の水道の現状と将来の展望について、水道統

計等のデータを用いて、イラストと写真を中心に解説したパンフレット

で、幅広く一般向けに活用いただいている。なお、水道統計等のデータを

最新のものとするため、本パンフレットは毎年更新し、発行している。 

 

b. 水道の話シリーズ 

「水道の話シリーズ」は、水道の大切さをはじめ、水道の役割、水道施

設の仕組み等について、イラストを用いて絵本風にまとめたパンフレッ

トで、小学生を対象とした水道施設見学会等の広報資料として活用いた

だいている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

みんなの水道 水道の話シリーズ 

令和３年度ポスター 令和４年度ポスター 
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④ アンケートの実施 

水道週間等の活動を通じて水道に関する広報活動を効果的に推進するた

めの基礎資料を得ることを目的として、例年、全正会員に対してアンケート

を実施し、その結果を水道協会雑誌 10月号に公開している。 

近年では、SNS や動画等、新たな広報手段に関する調査項目も追加するな

どして、時宜に応じた調査を実施している。 

 

（３） その他の広報活動 

前述以外にも、多様な手法やツールを用いて、国民に直接呼び掛ける広報や水

道事業者の広報活動の支援を実施している。 

 

① ホームページ 

本協会では平成９年にホームページを開設したが、水道事業者等の水道

関係者向けの情報のほか、災害時の備えを呼び掛けるなど、一般向けの情報

提供も行っている。 

広報の観点からは、以下のトピックにより情報発信を行っている。 

 

a. 安全でおいしい水道水供給の推進 

全国の水道事業者及び本協会で実施した「安全でおいしい水道水供給

の推進運動」（平成 18～21年度）では、安全でおいしい水道水供給に向け

て水道事業者が実施している様々な取組み等を国民に向けて発信した。 

その運動の一環として、本協会のホームページでは各水道事業者が運

営する「水道記念館」や「水道キャラクター」、水道に関する Q&A等を掲

載し、情報は随時更新している。 

 

b. 水道 PR パッケージ 

厚生労働省や本協会を含む全８団体で構成された「水道耐震化推進プ

ロジェクト」（平成 24～27年度）では、水道事業者の水道施設の耐震化の

推進について、広報活動の観点から支援を実施してきた。 

本プロジェクト活動の一つとして作成した「水道 PR パッケージ」は、

職員研修から広報紙、水道利用者への説明資料、ホームページなど、水道

事業における広報活動に幅広く活用いただける無料の事例・素材集であ

る。加工や改変が可能なデータの提供であるため、各水道事業者の実情に

合わせて内容を加工した上で活用いただいている。 

水道 PRパッケージは、本協会のホームページよりダウンロードいただ

ける。 
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【水道 PRパッケージ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② こども水道新聞 

次世代を担う子ども達に水道を正しく理解し、関心を深める機会を提供

することを目的に、日本水道新聞社と協力して平成 26年度より「こども水

道新聞」を発行した。平成 26～28年度は、主に全国会議の開催地（名古屋

市、さいたま市、京都市）の全児童に配布した。 

平成 29年度から発行主体は日本水道新聞社となったが、その後も編集に

協力し、発行を続けている。 

令和２、３年度は、新型コロナウイルス感染症により参集型のイベントが

実施できない水道事業者の広報活動の一助となるよう、本新聞は日本水道

新聞社ホームページ上で無料公開された。なお、ダウンロードした新聞を教

育機関に配布・掲示し児童への広報に活用した事例もあった。 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

  

平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 

パッケージ例： 

Dr.すいどー画像集 

パッケージ例： 

浄水処理説明資料（PPT） 

パッケージ例： 

広報紙ひな型（Word） 
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③ スポット広報 

スポット広報は、本協会の公益性に鑑み、国民に広く水道を理解してもら

うことを目的として平成 26年度から始めた広報である。 

一般紙への広告やモールスケープ、ラジオ CM等あらゆる手段を通じて広

報を実施した後は、本協会ホームページへのアクセス数が 10 倍（前日比）

になるなど、反響が非常に大きかった。 

また、マンガ広告を用いたモールスケープは SNS上で話題となり、Twitter

経由での表示回数は 228 万件以上となり、テレビのワイドショー等でも取

り上げられるなど社会に与えた影響も大きかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 公式 Twitter 

本協会の情報発信力を強化する一環として、本協会会員等の水道関係者

はもとより、一般の水道使用者に対して、水道への関心の喚起や理解の深化

に寄与することを目指し、令和４年 11 月より Twitter の公式アカウント

「日本水道協会」を運用している。 

本アカウントでは、本協会の行事や活動内容に加え、日々変化する水道を

取り巻く状況等を迅速に情報提供している。 

 

 

  

新聞広告（平成 27 年度） モールスケープ広告（平成 28 年度） 

日本水道協会 Twitter 公式アカウント 

➢ 表示名：日本水道協会 

➢ ユーザー名：@suidou_kyoukai 
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資料４ 新型コロナウイルス感染症による広報の変化 

令和元年 12月に中国で最初の感染が確認され、その後世界中で感染が流行し

た新型コロナウイルス感染症（以下「新型コロナ」という。）では、水道事業に

おける広報も大きな影響を受けた一方、オンライン等の非接触型広報活動が飛

躍的に進化する契機ともなった。 

本項では、今後同様の事態が発生した際の参考とするため、新型コロナの流行

拡大により、水道事業における広報がどのような影響を受け、変化したかを記録

する。 

 

（１） 広報活動 

国内で新型コロナが本格的に流行した令和２年は、「人と人との接触機会の８

割削減」という政府目標が掲げられ、一部地域においては緊急事態宣言により外

出自粛が要請されるなど、前代未聞の社会情勢となった。 

こうした状況の中、６月１日から７日まで第 62回水道週間が実施されること

となった。通常であれば、水道事業者が様々な広報活動を通じて、水道や水資源

に係る啓発等を行う期間であるが、新型コロナの感染力や症状が未知であった

この頃は、広報活動自体を自粛する傾向が見られた（表 20）。 

また、緊急事態宣言により、分散出勤やテレワークが導入され、職員同士のコ

ミュニケーションの機会が限られ、十分な準備ができなかったこともこの間の

広報活動減少の要因の一つと考える。 

本マニュアル発刊時点（令和５年３月）においても、新型コロナの流行は完全

には収束していないが、流行の長期化に伴い、令和２年の後期からは工夫して広

報を実施する水道事業者が見られるようになった。 

 

表 20 新型コロナウイルス感染症が広報活動に与えた影響（各年水道週間アンケートより） 

開催年 

水道週間で広報を 

実施しなかった割合 

（％） 

うち、理由が「新型コロナ対策

のため」であった割合 

（％） 

第 62回（令和２年） 20.9 32.0 

第 63回（令和３年） 18.6 22.7 

第 64回（令和４年） 16.2 19.7 

【参考】第 61回（令和元年）（※） 14.8 - 

※新型コロナ流行前の参考値 

 

新型コロナ流行下においては、「密集・密閉・密接」の「３つの密」を避ける

ことが集団感染の防止に効果的であるとされていたため、こうした状況が発生
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することになるイベントは、開催を中止もしくは対策を講じた上での実施を余

儀なくされた。 

感染防止のため、イベント等で講じられた主な感染対策は次のとおりである。 

⚫ 職員・来場者の検温、体調把握 

⚫ マスクの着用 

⚫ 手指及び実験等器具の消毒 

⚫ ソーシャルディスタンスの確保（通常より広い会場） 

⚫ 来場者の把握（事前登録） 

⚫ 定期的な換気 

⚫ 施設見学前の動画やパンフレットによる事前学習（時間短縮、３密回避） 

 

また、参集しない非接触型のイベントやオンラインコンテンツの公開など、水

道事業者の広報媒体の変化も顕著となった。 

実際に実施された広報活動は次のとおりである。 

⚫ パネルの展示（一つ一つの間隔を通常より空ける） 

⚫ 自宅での簡易水質測定のためのキットの配布 

⚫ オンライン施設見学 

⚫ 動画の作成・公開 

⚫ SNSの活用（短い動画の投稿等） 

⚫ リモート出前講座 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

（２） 広報内容の変化 

新型コロナの流行下においても、水道をはじめとする社会インフラや医療・介

護、物流の現場を止めることはできない。そうした業務に従事する人のことを

「エッセンシャルワーカー（社会機能維持者）」という。 

図 30 【ホームページ】おうち水道キャラバン 2021（東京都） 
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水道事業者は社会機能を維持するためにも、安全な水を 24時間止めることな

く送り続けなければならず、新型コロナ禍では、改めて水道の維持管理や水質検

査の重要性を発信する機会にもなった。 

また、水道水を介した感染が心配されたこともあり、住民の懸念を払拭するた

めに、水道水自体の安全性（塩素消毒の有効性や水質検査による安全担保）を PR

する広報や新型コロナの感染対策として水道水による手洗い・うがいの有効性

に焦点を当てた広報も展開された。 

以下は、新型コロナに関連して広報が展開された一例である。 

⚫ 社会機能を維持するための水道の取組み、仕組み 

⚫ 水道が普及するきっかけ（コレラ等の水系感染症） 

⚫ ウイルスに対する塩素消毒による効果の高さ（新型コロナの知見に乏しい

ため一般論として） 

⚫ 水質基準による水質の安全性の担保 

⚫ 手洗い・うがいによる予防効果 

⚫ 新しい生活様式（外からウイルスを持ち込まないため、帰ったらすぐに手

洗いをすることやシャワーを浴びること） 

⚫ 不安を煽る悪徳商法への注意喚起（消毒剤等や浄水器の販売） 

⚫ 関連啓発グッズの配布（ウェットティッシュ、不織布マスク、紙石けん） 

 

     

 

  

図 31 【広報紙】水道水による感染症予防の広報（会津若松市） 
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資料５ 「伝わる広報」のための手引（東京都政策企画局） 

東京都政策企画局では、広報業務の初心者向けの手引書「「伝わる広報」のた

めの手引」を作成している。 

本手引きは、広報物のデザインから SNS の特徴まで、実務に即して解説した

内容となっているため参考にされたい。 
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資料６ 関係法令等 

 

１ 水道法 抄 
（供給規程） 

第 14条 水道事業者は、料金、給水装置工事の費用の負担区分その他の供給条件について、供給規程を定めなければな

らない。 

２～３ （略） 

４ 水道事業者は、供給規程を、その実施の日までに一般に周知させる措置をとらなければならない。 

５～７（略） 

 

（給水義務） 

第 15条 水道事業者は、事業計画に定める給水区域内の需要者から給水契約の申込みを受けたときは、正当の理由がな

ければ、これを拒んではならない。 

２ 水道事業者は、当該水道により給水を受ける者に対し、常時水を供給しなければならない。ただし、第 40条第１項

の規定による水の供給命令を受けたため、又は災害その他正当な理由があつてやむを得ない場合には、給水区域の全

部又は一部につきその間給水を停止することができる。この場合には、やむを得ない事情がある場合を除き、給水を

停止しようとする区域及び期間をあらかじめ関係者に周知させる措置をとらなければならない。 

 

（給水装置工事） 

第 16条の２ 水道事業者は、当該水道によつて水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が前条の規定に基づく政

令で定める基準に適合することを確保するため、当該水道事業者の給水区域において給水装置工事を適正に施行する

ことができると認められる者の指定をすることができる。 

２～３（略） 

 

（水質検査） 

第 20条 水道事業者は、厚生労働省令の定めるところにより、定期及び臨時の水質検査を行わなければならない。 

２～３（略） 

 

（給水の緊急停止） 

第 23 条 水道事業者は、その供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知つたときは、直ちに給水を停止し、

かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講じなければならない。 

２ 水道事業者の供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知つた者は、直ちにその旨を当該水道事業者に通

報しなければならない。 

 

（情報提供） 

第 24 条の２ 水道事業者は、水道の需要者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、第 20 条第１項の規定による

水質検査の結果その他水道事業に関する情報を提供しなければならない。 

 

（業務の委託） 

第 24条の３ 水道事業者は、政令で定めるところにより、水道の管理に関する技術上の業務の全部又は一部を他の水道

事業者若しくは水道用水供給事業者又は当該業務を適正かつ確実に実施することができる者として政令で定める要件

に該当するものに委託することができる。 

２～８（略） 

 

（水道施設運営権の設定の許可） 

第 24条の４ 地方公共団体である水道事業者は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平

成 11年法律第 117号。以下「民間資金法」という。）第 19条第１項の規定により水道施設運営等事業（水道施設の全

部又は一部の運営等（民間資金法第２条第６項に規定する運営等をいう。）であつて、当該水道施設の利用に係る料金

（以下「利用料金」という。）を当該運営等を行う者が自らの収入として収受する事業をいう。以下同じ。）に係る民間

資金法第２条第７項に規定する公共施設等運営権（以下「水道施設運営権」という。）を設定しようとするときは、あ

らかじめ、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。この場合において、当該水道事業者は、第 11条第１項の規

定にかかわらず、同項の許可（水道事業の休止に係るものに限る。）を受けることを要しない。 

 

（指定の基準） 

第 25 条の３ 水道事業者は、第 16 条の２第１項の指定の申請をした者が次の各号のいずれにも適合していると認める

ときは、同項の指定をしなければならない。 

一 事業所ごとに、第 25条の４第１項の規定により給水装置工事主任技術者として選任されることとなる者を置く者

であること。 

二 厚生労働省令で定める機械器具を有する者であること。 

三 次のいずれにも該当しない者であること。 

イ 心身の故障により給水装置工事の事業を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 
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ロ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

ハ この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から２年を経過

しない者 

ニ 第 25条の 11第１項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から２年を経過しない者 

ホ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者 

ヘ 法人であつて、その役員のうちにイからホまでのいずれかに該当する者があるもの 

２ 水道事業者は、第 16条の２第１項の指定をしたときは、遅滞なく、その旨を一般に周知させる措置をとらなければ

ならない。 

 

（指定の更新） 

第 25 条の３の２ 第 16 条の２第１項の指定は、５年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その

効力を失う。 

２ 前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間（以下この項及び次項において「指定の有効期間」という。）

の満了の日までにその申請に対する決定がされないときは、従前の指定は、指定の有効期間の満了後もその決定がさ

れるまでの間は、なおその効力を有する。 

３ 前項の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌

日から起算するものとする。 

４ 前二条の規定は、第一項の指定の更新について準用する。 

 

（指定の取消し） 

第 25条の 11 水道事業者は、指定給水装置工事事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第 16条の２第１項の

指定を取り消すことができる。 

一 第 25条の３第１項各号のいずれかに適合しなくなつたとき。 

二 第 25条の４第１項又は第２項の規定に違反したとき。 

三 第 25条の７の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 

四 第 25 条の８に規定する給水装置工事の事業の運営に関する基準に従つた適正な給水装置工事の事業の運営をす

ることができないと認められるとき。 

五 第 25条の９の規定による水道事業者の求めに対し、正当な理由なくこれに応じないとき。 

六 前条の規定による水道事業者の求めに対し、正当な理由なくこれに応じず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出

をしたとき。 

七 その施行する給水装置工事が水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるとき。 

八 不正の手段により第 16条の２第１項の指定を受けたとき。 

２ 第 25条の３第２項の規定は、前項の場合に準用する。 

 

（準用） 

第 31条 （略）第 15条第２項、（略）、第 20条から第 23条、第 24条の２（略）の規定は、水道用水供給事業者につい

て準用する。この場合において、（略）第 15条第２項中「給水を受ける者に対し、常時水」は、「水道用水の供給を受

ける水道事業者に対し、給水契約の定めるところにより水道用水」、第 24 条の２中「水道の」とあるのは「水道用水

供給事業者が水道用水を供給する水道事業者の水道の」と、「水道事業に」とあるのは「水道用水供給事業に」、第 23

条第１項中「関係者に周知させる」とあるのは「水道用水の供給を受ける水道事業者に通知する」に読み替えるもの

とする。 

 

（水道用水の緊急応援） 

第 40条 都道府県知事は、災害その他非常の場合において、緊急に水道用水を補給することが公共の利益を保護するた

めに必要であり、かつ、適切であると認めるときは、水道事業者又は水道用水供給事業者に対して、期間、水量及び方

法を定めて、水道施設内に取り入れた水を他の水道事業者又は水道用水供給事業者に供給すべきことを命ずることが

できる。 

２～９（略） 
 

 

２ 水道法施行規則 抄 
（情報提供） 

第 17 条の５ 法第 24 条の２の規定による情報の提供は、第１号から第６号までに掲げるものにあつては毎年１回以上

定期に（第１号の水質検査計画にあつては、毎事業年度の開始前に）、第７号及び第８号に掲げるものにあつては必要

が生じたときに速やかに、水道の需要者の閲覧に供する等水道の需要者が当該情報を容易に入手することができるよ

うな方法で行うものとする。 

一 水質検査計画及び法第 20 条第１項の規定により行う定期の水質検査の結果その他水道により供給される水の安

全に関する事項 

二 水道事業の実施体制に関する事項（法第 24 条の３第１項の規定による委託及び法第 24 条の４第１項の規定によ

る水道施設運営権の設定の内容を含む。) 

三 水道施設の整備その他水道事業に要する費用に関する事項 

四 水道料金その他需要者の負担に関する事項 
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五 給水装置及び貯水槽水道の管理等に関する事項 

六 水道施設の耐震性能、耐震性の向上に関する取組等の状況に関する事項 

 七 法第 20条第１項の規定により行う臨時の水質検査の結果 

八 災害、水質事故等の非常時における水道の危機管理に関する事項 

 

（準用） 

第 52条 （略）第 17条の５（第５号を除く。）（略）の規定は、水道用水供給事業について準用する。 

 

 
３ 水道の基盤を強化するための基本的な方針(令和元年９月 30日) 抄 
３ 水道事業等に関する理解向上 

 水道の持続性を確保するための水道の基盤の強化の取組を進めるに当たっては、需要者である住民等に対して、水

道施設の維持管理及び計画的な更新等に必要な財源を原則水道料金により確保していくことが必要であることを含め、

水道事業等の収支の見通しや水質の現状等の水道サービスに関する情報を広報・周知し、その理解を得ることが重要

である。 

 このため、水道事業者等は、需要者である住民等がこうした水道事業等に関する情報を適時適切に得ることができ

るよう、そのニーズにあった積極的な情報発信を行うとともに、需要者である住民等の意見を聴きつつ、事業に反映

させる体制を構築し、水道は地域における共有財産であるという意識を醸成することが重要である。 

 また、国及び都道府県においても、水道事業等の現状と将来見通しに関する情報発信等を通じて、国民の水道事業

等に対する理解を増進するとともに、国民の意見の把握に努めることが重要である。 

 

 
４ 民法 抄 
（定型約款の内容の表示） 

第 548 条の３ 定型取引を行い、又は行おうとする定型約款準備者は、定型取引合意の前又は定型取引合意の後相当の

期間内に相手方から請求があった場合には、遅滞なく、相当な方法でその定型約款の内容を示さなければならない。

ただし、定型約款準備者が既に相手方に対して定型約款を記載した書面を交付し、又はこれを記録した電磁的記録を

提供していたときは、この限りでない。 

２ 定型約款準備者が定型取引合意の前において前項の請求を拒んだときは、前条の規定は、適用しない。ただし、一

時的な通信障害が発生した場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。 

 

（定型約款の変更） 

第 548 条の４ 定型約款準備者は、次に掲げる場合には、定型約款の変更をすることにより、変更後の定型約款の条項

について合意があったものとみなし、個別に相手方と合意をすることなく契約の内容を変更することができる。 

一 定型約款の変更が、相手方の一般の利益に適合するとき。 

二 定型約款の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、この条の規定により

定型約款の変更をすることがある旨の定めの有無及びその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なもので

あるとき。 

２ 定型約款準備者は、前項の規定による定型約款の変更をするときは、その効力発生時期を定め、かつ、定型約款を

変更する旨及び変更後の定型約款の内容並びにその効力発生時期をインターネットの利用その他の適切な方法により

周知しなければならない。 

３ 第１項第２号の規定による定型約款の変更は、前項の効力発生時期が到来するまでに同項の規定による周知をしな

ければ、その効力を生じない。 

 

 
５ 著作権法 抄 
（引用） 

第 32条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致す

るものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。 

２ 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、

その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として

新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りで

ない。 
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６ 個人情報保護に関する法律 抄 
（定義） 

第２条 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するも

のをいう。 

一 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等（文書、図画若しくは電磁的記録（電磁的方式（電子的方式、

磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。次項第二号において同じ。）で作られる

記録をいう。以下同じ。）に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事

項（個人識別符号を除く。）をいう。以下同じ。）により特定の個人を識別することができるもの（他の情報と容易に

照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。） 

二 個人識別符号が含まれるもの 

２ この法律において「個人識別符号」とは、次の各号のいずれかに該当する文字、番号、記号その他の符号のうち、

政令で定めるものをいう。 

一 特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であっ

て、当該特定の個人を識別することができるもの 

二 個人に提供される役務の利用若しくは個人に販売される商品の購入に関し割り当てられ、又は個人に発行される

カードその他の書類に記載され、若しくは電磁的方式により記録された文字、番号、記号その他の符号であって、そ

の利用者若しくは購入者又は発行を受ける者ごとに異なるものとなるように割り当てられ、又は記載され、若しく

は記録されることにより、特定の利用者若しくは購入者又は発行を受ける者を識別することができるもの 

３～11（略） 

 

 
７ 個人情報保護に関する法律施行令 抄 
（個人識別符号） 

第１条 個人情報の保護に関する法律（以下「法」という。）第二条第二項の政令で定める文字、番号、記号その他の符

号は、次に掲げるものとする。 

一 次に掲げる身体の特徴のいずれかを電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であ

って、特定の個人を識別するに足りるものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に適合するもの 

イ 細胞から採取されたデオキシリボ核酸（別名ＤＮＡ）を構成する塩基の配列 

ロ 顔の骨格及び皮膚の色並びに目、鼻、口その他の顔の部位の位置及び形状によって定まる容貌 

ハ 虹彩の表面の起伏により形成される線状の模様 

ニ 発声の際の声帯の振動、声門の開閉並びに声道の形状及びその変化 

ホ 歩行の際の姿勢及び両腕の動作、歩幅その他の歩行の態様 

ヘ 手のひら又は手の甲若しくは指の皮下の静脈の分岐及び端点によって定まるその静脈の形状 

ト 指紋又は掌紋 

二 旅券法（昭和二十六年法律第二百六十七号）第六条第一項第一号の旅券の番号 

三 国民年金法（昭和三十四年法律第百四十一号）第十四条に規定する基礎年金番号 

四 道路交通法（昭和三十五年法律第百五号）第九十三条第一項第一号の免許証の番号 

五 住民基本台帳法（昭和四十二年法律第八十一号）第七条第十三号に規定する住民票コード 

六 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成二十五年法律第二十七号）第二

条第五項に規定する個人番号 

七 次に掲げる証明書にその発行を受ける者ごとに異なるものとなるように記載された個人情報保護委員会規則で定

める文字、番号、記号その他の符号 

イ 国民健康保険法（昭和三十三年法律第百九十二号）第九条第二項の被保険者証 

ロ 高齢者の医療の確保に関する法律（昭和五十七年法律第八十号）第五十四条第三項の被保険者証 

ハ 介護保険法（平成九年法律第百二十三号）第十二条第三項の被保険者証 

八 その他前各号に準ずるものとして個人情報保護委員会規則で定める文字、番号、記号その他の符号 
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７ 通知関係（発出順） 

通知タイトル 広報に関する該当部分（抜粋） 

昭和 49 年環計第 36 号（部長通知）「渇水対

策について」Ⅱ 

４ 広報活動の重要性 

 渇水対策を進めるに当つて住民の理解と協力は不可欠のものであり、従つて効

果に直接影響するものといえる。このため、渇水状況に応じ、随時適切な広報媒

体を活用して広報活動を積極的に行う必要がある。 

５ 給水制限の基本ルール 

(3) 需要者に対し、十分に事情を説明するため広報活動を強化し理解と協力を

求めること。 

６ 第一段階における自主制限 

 需要家による自主制限は、広報活動と、これをうけての需要家の理解と協力実

施に期待するものであるが、かなりの効果を得た実績もある。この場合、一般家

庭ならびに各種大口需要者(官公署、ビル、工場等)に、それぞれの用途に応じた

具体的な節水方法等を盛り込んで協力依頼するよう配意すること。 

７ （略） 

８ 第三段階における時間給水 

 第一、第二段階における措置によつてもしのぎ得ない場合は、時間給水の措置

をとることもやむを得ないが、次の点に留意すること。 

(1) 各地域の実態を十分に勘案し、区域、時間等に関する具体的計画を組んで、

事前に十分な PRを行いつつ実施すること。（略） 

(2) 需要者が無駄な溜め置きをしないよう協力を求め、また水の有効利用方策

についての特段の PRを行うこと。 

昭和 55年環水第３号（課長通知）「水道事業

等における地震対策について（別添）厚生省

防災業務計画」 

 

⚫ 第１編第５章第２節第３（現「厚生労働

省防災業務計画」（令和３年９月修正）

第１編第４章第２節第３） 

「厚生労働省防災業務計画」（令和３年９月修正）第１編第４章第２節第３ 

 水道事業者等は、地方公共団体の防災担当部局と協力し、２～３日分の飲料水

の備蓄や、給水装置、受水槽の耐震化の推進等について、住民等が自主的に取り

組むよう啓発に努める。 

⚫ 第２編第５章第１節第３（現「厚生労働

省防災業務計画」（令和３年９月修正）

第２編第４章第２節第３） 

１ （略）水道事業者等は、被災者に対し、掲示板、広報誌等の活用、報道機関

の協力、パソコンネットワーク・サービスの活用により、水道施設の被害状況、

二次災害の危険性、応急給水及び応急復旧状況、復旧予定時期、飲料水に関して

保健衛生上留意すべき事項等について的確な情報提供を行う。 

 

２ 水道事業者等は、ホームページ等に断水状況を公開する場合は、当該断水状

況に私有地内の水道管の破損等が原因と考えられる断水が含まれていないこと

を記載するよう努める。 

 

３ 水道事業者等は、大規模な断水が発生した場合、ホームページ等を活用し、

私有地の水道管が破損した場合の対応方法や修繕の連絡先等の情報を被災地の

住民に、速やかに周知するよう努める。 

昭和 61年衛水第 116号（課長通知）「停電時

における連絡体制の整備及び停電に配慮し

た水道施設整備の推進等について」２ 

(1) 広域的な停電時における水道利用者に対する水道事業者等毎及び水道事業

者等共同の広報体制の整備・強化 

(2) 水道利用者からの問い合わせに対する応答体制の整備・強化 
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通知タイトル 広報に関する該当部分（抜粋） 

平成 6 年衛水第 213 号（課長通知）「渇水時

における飲料水の衛生対策について」１ 

１ 国民に周知すべき事項 

(1) 溜め置かれた水道水等については、残留塩素による消毒効果の消失により

保健衛生上問題を生じる可能性があることから、これを飲用する場合には煮沸し

てから飲む等の注意をすること。特に浄水器を通した水は、浄水器により残留塩

素が除去されている場合が多いことから、特段の注意が必要であること。 

(2) 水道の断水又は減水に伴う給水圧の低下等により、給水栓及び給水栓にと

りつけたホース等から給水管への汚水逆流が生じる可能性があることから、それ

らの給水用の装置が、溜め置き用タンク、洗濯機、浴槽その他の水につからない

状態に保つこと。 

平成９年衛水第 217号（課長通知）「水道法の

一部改正による給水装置工事事業者の指定

制度等について」第４ 

2 指定又は指定取消の周知 

 法第 16 条の２第１項の規定に基づき給水装置工事事業者を指定したとき又は

法第 25条の 11第１項の規定に基づき指定給水装置工事事業者の指定を取り消し

たときは、指定をした旨又は指定を取り消した旨を一般に周知させる措置とし

て、当該事業者の氏名又は名称、住所、法人にあっては代表者の氏名、事業所の

名称及び所在地等について、公報等による周知を行うこと。 

平成 12 年衛水発第 40 号（課長通知）「水道

事業における情報公開の推進について」 

 （略）公共料金分野における情報公開のより一層の推進のため(略)より一層積

極的な情報公開に取り組まれますよう、お願いいたします。（略） 

⚫ 平成 13 年健水発第 86 号（課長通知）

「「米国の同時多発テロ」を契機とする

国内におけるテロ事件発生に関する対

応について」第３ 

⚫ 令和３年健発 0428第２号（健康局長通

知）「国内でのテロに対する健康危機管

理について」第６ 

 緊急時対応の体制の確立の観点から、一般住民からの連絡窓口を設定し関係情

報の周知を図り、情報収集に努めること（略） 

平成 14 年健水発第 0327001 号（課長通知）

「水道法の施行について」第 5 

 改正水道法において、水道事業者、水道用水供給事業者が需要者に対して、水

質検査の結果等について情報提供を行うことを義務付けることとしたものであ

る。この規定は、行政処分や罰則適用を伴うものではないものの、水道事業者、

水道用水供給事業者が、今後ますます積極的な情報提供を求められる状況の中、

その責任を可能な限り明確とする観点から定められたものである。併せて情報提

供事項についてまで規定されているが、その方法、形式等については、各事業者

の判断に委ねることとしており、事業者として需要者の入手しやすい方法や理解

しやすい形式を工夫すべきである。また、水道事業の効率化、水道料金の妥当性

などを含め、需要者に対して、規定された情報提供事項以外の情報についても積

極的に提供し、水道事業に対する理解を得るよう努力することが望ましい。 
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通知タイトル 広報に関する該当部分（抜粋） 

平成 15 年健水発第 1010001 号（課長通知）

「水質基準に関する省令の制定及び水道法

施行規則の一部改正等並びに水道水質管理

における留意事項について」 

第３ 

１ 基本的考え方 

(1) 水質管理目標設定項目は、浄水中で一定の検出の実績はあるが、毒性の評価

が暫定的であるため水質基準とされなかったもの、又は、現在まで浄水中では水

質基準とする必要があるような濃度で検出されてはいないが、今後、当該濃度を

超えて浄水中で検出される可能性があるもの等水質管理上留意すべきものであ

ること。このため、水質管理目標設定項目については、将来にわたり水道水の安

全性の確保等に万全を期する見地から、水道事業者等において水質基準に係る検

査に準じた検査等の実施に努め、水質管理に活用されたいこと。また、水質管理

目標設定項目の結果については、水道事業者等においてとりまとめ、厚生科学審

議会生活環境水道部会水質管理専門委員会の「水質基準の見直しにおける検討概

要」等の当該項目に係る関連情報と併せて公表し、関係者の注意喚起等に努めら

れたいこと。 
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通知タイトル 広報に関する該当部分（抜粋） 

平成 19 年健水発第 1221001 号（課長通知）

「鉛製給水管の適切な対策について」 

鉛に係る水質基準確保のためには、以下の内容が重要と考えられる（略） 

 

１ 鉛製給水管使用者等への広報活動 

（１）鉛製給水管を使用している住宅を特定できている場合は、当該水道使用者

（所有者）に対し、早期布設替えの必要性と布設替えまでの間の注意事項（開栓

初期の水は飲用以外の用途に用いること）を個別に周知されたいこと。なお、個

別の周知は一度実施するだけではなく、定期的に行われることが望ましい。 

（２）鉛製給水管を使用している住宅を特定できない場合においては、給水台帳

等の保有情報を確認することにより特定に努められたいこと。 

 併せて、例えば給水開始時期等から推定し、使用の可能性のある住宅を中心に、

検針時及びメーター交換時に水道メーターます内の鉛製給水管使用状況を確認

するほか、水道使用者に調査の方法（鉛製給水管の写真などを提示して、水道管

の色による判別を呼びかけるなど）を明らかにするとともに、判別がつかない時

の措置として水道事業者への相談を呼びかけるなど、対応を図られたいこと。 

 

２ 鉛製給水管の布設替計画の策定と布設替えの促進 

（１）（２）略 

（３）水道メーター～給水栓までの布設替え 

 水道メーター下流部～給水栓は、早期に布設替えするよう給水装置の所有者の

意識向上を図るとともに、可能な場合には、水道事業者が助成制度や融資制度を

設けるなど、所有者による布設替えを促進する支援策を講じられたいこと。 

 なお、水道事業者自らが、（２）で記述した水道メーター上流部分の布設替えに

積極的に取り組むことは、給水装置の所有者の負担軽減につながり、メーター下

流側の布設替実施の契機となるものと思料される。 

 

３ 鉛の水質基準の確保 

鉛製給水管の布設替えが完了するまでの間においては、以下の（１）から（３）

等により、鉛の水質基準の確保に万全を期されたい。 

（１）（２）略 

（３）鉛濃度が高い給水栓への対応 

水質調査等により鉛濃度が高いことが把握されている給水栓について、水道事業

者が実施する配水管分岐部から水道メーターまでの布設替えを優先的に実施す

る、使用者に布設替えを働きかける等の対応を図り、水質基準の確保に万全を期

されたいこと。 
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通知タイトル 広報に関する該当部分（抜粋） 

平成 20 年健水発第 0321001 号（課長通知）

「給水装置工事事業者の指定制度等の適正

な運用について」 

３．需要者のニーズに応じた指定給水装置工事事業者に関する情報の提供 

 指定給水装置工事事業者に関する情報の不足に起因し、需要者が給水装置の修

繕工事を依頼する際等に問題が生じた事例が報告されていることから、水道事業

者としての公共性に留意した上で、需要者が工事を依頼する指定給水装置工事事

業者を選定する際の参考となる情報を理解しやすい形式、入手しやすい方法で提

供するよう努められたいこと。 

 

５．各主体からの啓発・広報活動の充実 

 給水装置の維持管理の責任区分や重要性、指定給水装置工事事業者制度の趣旨

や概要など、需要者が知っておくべき情報に関して、水道事業者はじめ、給水装

置の工事事業者や製造者における啓発・広報活動の充実、積極的な情報発信が求

められるところであり、水道事業者においては、水道法第 24 条の２及び同法施

行規則第 17条の２第５号（現第 17条の５第５号）に基づき、需要者に対して定

期的に情報の提供を行われたいこと。 

平成 20 年健水発第 0408002 号（課長通知）

「水道施設の耐震化の計画的実施について」 

２．水道の利用者に対する情報の提供 

 水道施設の耐震化のために必要な投資を行っていく上で、水道の利用者の理解

を得ることが不可欠であることから、水道事業者等は水道の利用者に対し、水道

施設の耐震性能や耐震化に関する取り組みの状況、断水発生時の応急給水体制な

どについて定期的に情報を提供するよう努められたい。 
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通知タイトル 広報に関する該当部分（抜粋） 

平成 26年健水発 0319第４号（課長通知）「水

道事業ビジョンの作成について」 別添「水道

事業ビジョン作成の手引き」 

別表２ 

安全 

＜現状評価の結果又は将来の事業環境を踏まえた課題の整理＞ 

・需要者への安全性に関する説明責任を果たしているか。 

＜目標設定＞ 

・安全性に関する情報公開を積極的に行う。 

＜実現方策（課題解決策）＞ 

・水安全計画（概要版）の公表。 

【関係者の内部方策】 

 

強靭 

＜現状評価の結果又は将来の事業環境を踏まえた課題の整理＞ 

・需要者への災害対策に関する情報の周知は十分にできているか。 

・災害時における住民との連携体制を構築できているか。 

＜目標設定＞ 

・耐震化事業の必要性、応急給水拠点や給水方法に関する需要者の理解度を向上

させる。 

＜実現方策（課題解決策）＞ 

・各種メディアを活用した効果的な広報の実施。 

・地域住民との共同防災訓練の実施。 

【関係者間の連携方策】 

 

持続 

＜現状評価の結果又は将来の事業環境を踏まえた課題の整理＞ 

・水道サービスの向上に向けた情報収集に積極的に取り組んでいるか。 

＜目標設定＞ 

・水道サービスに関する新しい知見及び情報の収集、整理を行う。 

 

＜実現方策（課題解決策）＞ 

・国、県、近隣水道事業者との連携体制の構築。 

【関係者間の連携方策】 

・住民との連携の強化。 

【関係者間の連携方策】 

平成 27年（厚生労働省）「生活関連等施設の

安全確保の留意点」3 

・一般住民からの連絡窓口を設定し、それにより得た関係情報の施設内での周知、

情報の共有を図るとともに、必要に応じて更なる情報収集に努めること。 
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通知タイトル 広報に関する該当部分（抜粋） 

令和元年薬生水発第 0626第１号（課長通知）

「水道法の一部改正に伴う指定給水装置工

事事業者制度への指定の更新制の導入につ

いて」 

第６ 水道利用者への指定給水装置工事事業者に関する情報の提供について 

 水道事業者は、更新時に確認した情報を活用し、第５の２に掲げられる指定給

水工事事業者の業務内容をはじめとした水道利用者が指定工事事業者を選択す

る際に有用となるような情報について、定期的に提供することに努められたい。 

 

【参考】 

第５ 更新時に確認することが望ましい事項 

２ 指定給水装置工事事業者の業務内容 

 水道利用者に提供する指定給水装置工事事業者に関する情報の充実を図り水

道利用者の利便性の向上を図るとともに、給水装置工事に係るトラブルを防止す

る観点から、指定給水装置工事事業者の業務内容について確認する。 

 確認する業務内容としては、以下の事項が挙げられる。 

①営業時間等：営業時間、修繕対応時間、休業日 

②漏水修繕等：屋内給水装置の漏水修繕、埋設部の漏水修繕、その他 

③対応工事等：配水管分岐部から水道メーターまでの新設・改造工事 

       水道メーターから屋内給水装置までの新設・改造工事 

 

第７ その他 

３ 指定の更新の公示について 

 改正水道法第 25 条の３（指定の基準）の規定は、指定の更新について準用す

ることとしたことから、指定の更新をしたときは、公報等により、遅滞なくその

旨を一般に周知させる措置をとらなければならない。この場合、公報に限らず、

水道事業者等のホームページ等により周知を図ることも差し支えない。 

令和３年 11 月 30 日（事務連絡）「給水管の

凍結及び降積雪による断水被害の防止に係

る措置について」 

 特に温暖な地域では、寒冷地と異なり、給水管の凍結への対応が一般的ではな

いため、気象状況に注意し、寒波が予想される時は、需要者に対する水道凍結へ

の注意喚起や凍結防止対策に関する、きめ細やかな広報活動や情報提供（略） 

 

① 需要者に対する広報活動や情報提供は、需要者に情報が確実に行き渡ること

が重要であり、マスメディアとの連携や広報車、ホームページ、SNS、コミュニテ

ィ FM、Lアラート（災害情報共有システム）、さらには防災行政無線、緊急速報メ

ール等の多様な情報伝達手段を気象状況及び地域の実情に応じ、活用することが

望ましい。 

② 給水管の凍結防止対策（水抜き等）や凍結した場合の具体的な対処方法（解凍

方法や注意事項等）、漏水した場合の対応（指定給水装置工事事業者への修繕依頼

など）を需要者への情報提供に努められたい。 

なお、凍結防止対策としては、保温材による露出給水管の防護や給水管内の水抜

きが有効であるが、このような対策を講じることが出来ない場合は、蛇口から少

量の水 

を流しておく方法も考えられる。 
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